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平成 24 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2） 

（平成 24 年 3 月 30 日） 

 

※「平成 24 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 24 年 3 月 16 日）」を 

「平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 24年 3月 16日）」

とする。 

 
【訪問介護】 
○ 人員配置基準 

問１ 訪問介護事業所の常勤のサービス提供責任者が、同一敷地内の定期巡

回・随時対応サービス事業所や夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事す

る場合には、それぞれの事業所において常勤要件を満たすとされているが、

当該者に係る常勤換算方法により算定する勤務延時間数はどのように算出

するのか。 

（答） 
当該者が各事業所の職務に従事している時間を分けた上で、事業所ごと

の常勤換算方法により算定する勤務延時間数に算入する。 

 

問２ 訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同

一の事業所が障害者自立支援法における居宅介護等（居宅介護、同行援護、

行動援護又は重度訪問介護）の指定を受ける場合のサービス提供責任者の

配置はどのように取り扱うのか。 

（答） 

当該事業所全体で確保すべきサービス提供責任者の員数については、次

のいずれかの員数以上とする。 

① 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等（重度訪問介護につい

ては利用者数が 10 人以下の場合に限る。）の利用者数の合計 40 人ごと

に１以上 

② 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等のサービス提供時間数

の合計 450 時間又は訪問介護員等及び居宅介護等の従業者の員数の合計

10 人ごとに１以上（平成 25 年３月末日までの間であって当該訪問介護等

事業所が利用者数に基づく配置をしていない場合に限る。） 

③ 訪問介護等と居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数の

合計数以上 

なお、当該居宅介護等に係る指定以降も、訪問介護等の事業のみで判断

したときに、訪問介護等に係る基準を満たしていることが必要となる。  
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また、訪問介護等におけるサービス提供責任者が、居宅介護等のサービ

ス提供責任者を兼務することは差し支えない。 

 
【訪問看護】 

 
○ 特別管理加算 

問３ 「点滴注射を週 3 日以上行う必要があると認められる状態」として、

特別管理加算を算定する場合、週や月をまたがって週 3 日の要件を満たす

場合はどのように取り扱うのか。 

（答） 
   点滴注射を 7 日間の医師の指示期間に 3 日以上実施していれば算定可能

である。 

例えば 4 月 28 日（土曜日）から 5 月 4 日（金曜日）までの 7 日間点滴を

実施する指示が出た場合（指示期間＊1）は、算定要件を満たす 3 日目の点

滴を実施した 4 月に特別管理加算を算定する。加算は医師の指示期間につ

き 1 回算定できるが、月をまたいだ場合でも、4 月、5 月それぞれ 3 回以上

点滴を実施しても両月で特別管理加算を算定することはできない。なお、

上記の場合、5 月中に再度点滴注射の指示（＊2）があり要件を満たす場合

は、5 月も算定可能となる。 
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※ 平成 24 年 Q＆A(vol.1)（平成 24 年 3 月 16 日）問 33 は削除する。 
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